
一
頁 

 ○
総
務
省
告
示
第 

 
 

号 

 

端
末
設
備
等
規
則
（
昭
和
六
十
年
郵
政
省
令
第
三
十
一
号
）
第
三
十
四
条
の
八
（
同
令
第
三
十
六
条
に
お
い
て
読
み

替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
二
十
三
年
総
務
省
告
示
第
八
十
七
号
（
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
プ
ロ
ト
コ
ル
電
話
端
末
及
び
専
用
通
信
回
線
設
備
等
端
末
の
電
気
的
条
件
等
を
定
め
る
件
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。 

 
 

令
和 

 

年 
 

月 
 

日 

総
務
大
臣 

高
市 

早
苗 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
下
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る

規
定
の
下
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重

下
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る

対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
後
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い

も
の
は
、
こ
れ
を
削
り
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も

の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。

別添４  



二
頁 
 

 

改 
 

正 
 

後 

改 
 

正 
 

前 

別
表

第
五

号
 

無
線

設
備

を
使
用
す

る
専
用

通
信
回
線

設
備
等

端
末

 

［
第

１
～

第
４

 
略
］
 

別
表

第
五

号
 

［
同

左
］

 

［
第

１
～

第
４

 
同

左
］

 

第
４

の
２

 
無

線
設
備
規

則
第

4
9
条
の
６

の
1
2
又
は
第

49
条

の
６

の
13

に
規

定
す

る
方

式
の

無
線

設
備

を

使
用

す
る

端
末

設
備
の
電

気
的
条
件

等
 

 

［
１

 
略

］
 

２
 

送
信

タ
イ

ミ
ン
グ
 

無
線

設
備

規
則

第
4
9
条
の
６
の

12
又
は
第

49
条
の

６
の

13
の

伝
送

設
備

（
以

下
第

４
の

２
に

お
い

て
「

伝
送

設
備

」
と
い
う

。
）
か
ら

受
信
し

た
フ
レ
ー

ム
に

同
期

さ
せ

、
か

つ
伝

送
設

備
か

ら
指

定
さ

れ

た
シ

ン
ボ

ル
に

お
い
て
送

信
を
開
始

す
る
も

の
と
し
、

そ
の

送
信

の
開

始
の

時
の

偏
差

は
、

サ
ブ

キ
ャ

リ

ア
間

隔
が

1
5
kH

z
及
び

30
k
Hz

 に
お
い
て

は
±

1
3
0 ナ

ノ
秒

、
サ

ブ
キ

ャ
リ

ア
間

隔
が

6
0
kH

z
に

お
い

て
は

±
6
5
ナ

ノ
秒
、

サ
ブ
キ
ャ

リ
ア
間
隔

が
1
20

k
Hz

に
お

い
て

は
±

1
6.

25
ナ

ノ
秒

の
範

囲
で

あ
る

こ

と
。

 

［
３

～
1
2 

略
］
 

［
第

５
 

略
］

 

第
６

 
無

線
設

備
規
則
第

49
条
の

2
9
に
規

定
す
る
方

式
の

無
線

設
備

を
使

用
す

る
端

末
設

備
の

電
気

的
条

件
等

 

１
 

基
本

的
機

能
 

［
⑴

・
⑵

 
略

］
 

［
削

る
］

 

 

［
削

る
］

 

  ２
 

［
略

］
 

３
 

［
略

］
 

４
 

［
略

］
 

５
 

位
置

登
録

制
御
 

伝
送

設
備

か
ら

の
位
置
情

報
が
、
端

末
に
記

憶
さ
れ

て
い

る
も

の
と

一
致

し
な

い
場

合
の

み
、

位
置

情

報
の

登
録

を
要

求
す
る
信

号
を
送
出

す
る
こ

と
。
た
だ

し
、

伝
送

設
備

か
ら

指
示

が
あ

っ
た

場
合

、
又

は

利
用

者
が

当
該

端
末
を
操

作
し
た
場

合
は
、

こ
の
限
り

で
な

い
。

 

６
 

送
信

停
止

指
示
に
従

う
機
能
 

伝
送

設
備

か
ら

チ
ャ
ネ
ル

の
切
断
を

要
求
す

る
信
号

を
受

信
し

た
場

合
は

、
送

信
を

停
止

す
る

機
能

を

有
す

る
こ

と
。

 

［
７

・
８

 
略

］
 

９
 

そ
の

他
 

端
末

設
備
等
規

則
第

2
2
条
第

２
号
、
第

23
条

及
び
第

26
条

か
ら

第
2
8
条

ま
で

に
規

定
す

る
機

能
と

第
４

の
２

 
無

線
設

備
規

則
第

4
9
条
の
６

の
1
2
に
規
定

す
る
方
式

の
無
線
設
備

を
使
用
す

る
端
末
設

備
の
電

気
的

条
件

等
 

 

［
１

 
同

左
］

 

２
 

［
同

左
］

 

無
線

設
備

規
則

第
4
9
条
の
６
の

12
の
伝
送

設
備
（
以

下
第
４
の

２
に
お
い

て
「
伝

送
設
備
」

と
い

う
。

）
か

ら
受

信
し
た
フ

レ
ー
ム
に

同
期
さ

せ
、
か
つ

伝
送
設
備

か
ら
指
定

さ
れ
た

シ
ン
ボ
ル

に
お
い
て

送
信

を
開

始
す

る
も
の
と

し
、
そ
の

送
信
の

開
始
の
時

の
偏
差
は

、
サ
ブ
キ

ャ
リ
ア

間
隔
が

15
k
Hz

及
び

3
0
kH

z
 に

お
い

て
は

±
13

0 
ナ
ノ
秒
、
サ
ブ

キ
ャ
リ
ア

間
隔
が

60
k
Hz

に
お

い
て
は
±

6
5
ナ
ノ
秒
、

サ
ブ

キ
ャ

リ
ア

間
隔

が
1
20

k
Hz

に
お
い
て
は
±

16
.
25

ナ
ノ
秒
の
範

囲
で
あ
る

こ
と
。
 

 

［
３

～
1
2 

同
左

］
 

［
第

５
 

同
左

］
 

第
６

 
［

同
左

］
 

 

１
 

基
本

的
機

能
 

［
⑴

・
⑵

 
同

左
］
 

⑶
 

通
信

を
終

了
す

る
場

合
に
あ
っ

て
は
、

チ
ャ
ネ
ル

を
切
断
す

る
信
号
を

送
出
す

る
も
の
で

あ
る
こ

と
。
 

２
 

発
信

時
の

制
限

機
能

 

発
信

に
際

し
て

相
手
の
端

末
か
ら
の

応
答
を

自
動
的
に

確
認
す
る

場
合
で
あ

っ
て
、

電
気
通
信

回
線
か

ら
の

応
答

が
確

認
で

き
な

い
と
き
は

、
送
信

を
停
止
す

る
も
の
で

あ
る
こ
と

。
 

３
 

［
同

左
］
 

４
 

［
同

左
］
 

５
 

［
同

左
］
 

［
新

設
］

 

   

６
 

［
同

左
］

 

伝
送

設
備

か
ら

チ
ャ
ネ
ル

の
切
断
を

要
求
す

る
信
号
を

受
信
し
た

場
合
は
、

そ
の
確

認
を
す
る

信
号
を

送
出

し
、

送
信

を
停

止
す

る
機
能
を

有
す
る

こ
と
。

 

［
７

・
８

 
同

左
］

 

９
 

［
同

左
］

 

端
末

設
備

等
規

則
第

2
2
条
、
第

23
条
及
び

第
2
6
条
か
ら
第

28
条
ま
で
に

規
定
す

る
機
能
と

同
等
の



三
頁 
 

 

同
等

の
機

能
を

備
え
る
こ

と
。
 

第
６

の
２

 
無

線
設
備
規

則
第

4
9
条
の

29
の

２
に
規
定

す
る

方
式

の
無

線
設

備
を

使
用

す
る

端
末

設
備

の
電

気
的

条
件

等
 

１
 

基
本

的
機

能
 

⑴
 

発
信

を
行

う
場
合
に

あ
っ
て
は

、
発
信

を
要
求
す

る
信

号
を

送
出

す
る

も
の

で
あ

る
こ

と
。
 

⑵
 

応
答

を
行

う
場
合
に

あ
っ
て
は

、
応
答

を
確
認
す

る
信

号
を

送
出

す
る

も
の

で
あ

る
こ

と
。
 

２
 

送
信

タ
イ

ミ
ン
グ
 

無
線

設
備

規
則

第
4
9
条
の

29
の
２

の
伝
送

設
備
（

以
下

第
６

の
２

に
お

い
て

「
伝

送
設

備
」

と
い

う

。
）

か
ら

受
信

し
た
フ
レ

ー
ム
に
同

期
さ
せ

、
か
つ
、

伝
送

設
備

か
ら

指
定

さ
れ

た
シ

ン
ボ

ル
に

お
い

て

送
信

を
開

始
す

る
も
の
と

し
、
そ
の

送
信
の

開
始
の
時

の
偏

差
は

、
サ

ブ
キ

ャ
リ

ア
間

隔
が

15
k
Hz

及
び

3
0
kH

z
 に

お
い

て
は
±

13
0 
ナ
ノ
秒
、
サ
ブ

キ
ャ
リ
ア

間
隔

が
60
k
Hz

に
お

い
て

は
±

6
5
ナ

ノ
秒

、
サ

ブ
キ

ャ
リ

ア
間

隔
が

1
2
0k

Hz
に
お
い
て
は
±

1
6.
25

ナ
ノ

秒
の

範
囲

で
あ

る
こ

と
。
 

３
 

ラ
ン

ダ
ム

ア
ク
セ
ス

制
御
 

⑴
 

伝
送

設
備

か
ら
指
定

さ
れ
た
条

件
に
お

い
て
ラ
ン

ダ
ム

ア
ク

セ
ス

制
御

信
号

を
送

出
し

た
後

、
一

シ

ン
ボ

ル
以

降
の

最
初
に
制

御
信
号
の

検
出
を

試
み
る

シ
ン

ボ
ル

か
ら

1
0
ミ

リ
秒

以
内

の
伝

送
設

備
か

ら
指

定
さ

れ
た

時
間
内
に

伝
送
設
備

か
ら
送

信
許
可

信
号

を
受

信
し

た
場

合
は

、
送

信
許

可
信

号
を

受

信
し

た
時

か
ら

、
伝
送
設

備
か
ら
指

定
さ
れ

た
条
件

に
お

い
て

情
報

の
送

信
を

行
う

こ
と

。
 

⑵
 

⑴
に

お
い

て
送
信
禁

止
信
号
を

受
信
し

た
場
合
又

は
送

信
許

可
信

号
若

し
く

は
送

信
禁

止
信

号
を

受

信
で

き
な

か
っ

た
場
合
は

、
再
び
⑴

の
動
作

を
行
う

こ
と

と
す

る
。

こ
の

場
合

に
お

い
て

、
再

び
⑴

の

動
作

を
行

う
回

数
は
、
伝

送
設
備
か

ら
指
示

さ
れ
る

回
数

を
超

え
な

い
こ

と
。

 

４
 

タ
イ

ム
ア

ラ
イ
ン
メ

ン
ト
制
御
 

伝
送

設
備

か
ら

の
指
示
に

従
い
送
信

タ
イ
ミ

ン
グ
を

調
整

す
る

機
能

を
有

す
る

こ
と

。
 

５
 

位
置

登
録

制
御
 

⑴
 

伝
送

設
備

か
ら
の
位

置
情
報
が

、
端
末

に
記
憶
さ

れ
て

い
る

も
の

と
一

致
し

な
い

場
合

の
み

、
位

置

情
報

の
登

録
を

要
求
す
る

信
号
を
送

出
す
る

こ
と
。

た
だ

し
、

伝
送

設
備

か
ら

指
示

が
あ

っ
た

場
合

、

又
は

利
用

者
が

当
該
端
末

を
操
作
し

た
場
合

は
、
こ

の
限

り
で

な
い

。
 

⑵
 

伝
送

設
備

か
ら
の
位

置
情
報
の

登
録
を

確
認
す
る

信
号

を
受

信
し

た
場

合
に

あ
っ

て
は

、
端

末
に

記

憶
さ

れ
て

い
る

位
置
情
報

を
更
新
し

、
か
つ

、
保
持

す
る

も
の

で
あ

る
こ

と
。

 

⑶
 

無
線

設
備

規
則
第

49
条

の
６
の
９
、

第
4
9
条
の

６
の

1
0、

第
49

条
の

28
又

は
第

4
9
条

の
29

に
規

定
す

る
方

式
の
無
線

設
備
を
使

用
す
る

端
末
設

備
と

構
造

上
一

体
と

な
っ

て
お

り
、

同
令

第
4
9

条
の

６
の

９
、

第
4
9
条
の
６
の

1
0、

第
49

条
の

28
又

は
第

49
条

の
29

に
規

定
す

る
方

式
の

無
線

設
備

を
使

用
す

る
端
末
設

備
に
お
い

て
位
置

登
録
制

御
を

行
う

端
末

に
あ

っ
て

は
、

⑴
及

び
⑵

の
規

定

を
適

用
し

な
い

。
 

６
 

送
信

停
止

指
示
に
従

う
機
能
 

伝
送

設
備

か
ら

チ
ャ
ネ
ル

の
切
断
を

要
求
す

る
信
号

を
受

信
し

た
場

合
は

、
送

信
を

停
止

す
る

機
能

を

有
す

る
こ

と
。

 

７
 

受
信

レ
ベ

ル
通
知
機

能
 

機
能

を
備

え
る

こ
と

。
 

［
新

設
］

 

                                   



四
頁 
 

 

伝
送

設
備

か
ら

指
定
さ
れ

た
条
件
に

基
づ
き

、
端
末

の
周

辺
の

伝
送

設
備

の
指

定
さ

れ
た

参
照

信
号

の

受
信

レ
ベ

ル
に

つ
い
て
検

出
を
行
い

、
当
該

端
末
の
周

辺
の

伝
送

設
備

の
受

信
レ

ベ
ル

が
伝

送
設

備
か

ら

指
定

さ
れ

た
条

件
を
満
た

す
場
合
に

あ
っ
て

は
、
そ
の

結
果

を
伝

送
設

備
に

通
知

す
る

こ
と

。
 

８
 

端
末

固
有

情
報
の
変

更
を
防
止

す
る
機

能
 

⑴
 

端
末

固
有

情
報
を
記

憶
す
る
装

置
は
、

容
易
に
取

り
外

せ
な

い
こ

と
。

た
だ

し
、

端
末

固
有

情
報

を

記
憶

す
る

装
置

を
取
り
外

す
機
能
を

有
し
て

い
る
場

合
は

、
こ

の
限

り
で

な
い

。
 

⑵
 

端
末

固
有

情
報
は
、

容
易
に
書

き
換
え

が
で
き
な

い
こ

と
。
 

⑶
 

端
末

固
有

情
報
の
う

ち
利
用
者

が
直
接

使
用
す
る

も
の

以
外

の
も

の
に

つ
い

て
は

、
容

易
に

知
得

が

で
き

な
い

こ
と

。
 

９
 

チ
ャ

ネ
ル

切
替
指
示

に
従
う
機

能
 

伝
送

設
備

か
ら

の
チ
ャ
ネ

ル
を
指
定

す
る
信

号
を
受

信
し

た
場

合
に

あ
っ

て
は

、
指

定
さ

れ
た

チ
ャ

ネ

ル
に

切
り

替
え

る
機
能
を

備
え
な
け

れ
ば
な

ら
な
い
。

 

1
0 

受
信

レ
ベ

ル
等
の
劣

化
時
の
自

動
的
な

送
信
停
止

機
能
 

通
信

中
の

受
信

レ
ベ
ル
又

は
伝
送
品

質
が
著

し
く
劣

化
し

た
場

合
に

あ
っ

て
は

、
自

動
的

に
送

信
を

停

止
す

る
機

能
を

備
え
な
け

れ
ば
な
ら

な
い
。

 

1
1 

故
障

時
の

自
動
的
な

送
信
停
止

機
能
 

故
障

に
よ

り
送

信
が
継
続

的
に
行
わ

れ
る
場

合
に
あ

っ
て

は
、

自
動

的
に

そ
の

送
信

を
停

止
す

る
機

能

を
備

え
な

け
れ

ば
な
ら
な

い
。
 

1
2 

重
要

通
信

の
確
保
の

た
め
の
機

能
 

重
要

通
信

を
確

保
す
る
た

め
、
伝
送

設
備
か

ら
の
発

信
の

規
制

を
要

求
す

る
信

号
を

受
信

し
た

場
合

に

あ
っ

て
は

、
信

号
を
発
信

し
な
い
機

能
を
備

え
な
け
れ

ば
な

ら
な

い
。
 

 
［

第
７

 
略

］
 

                     ［
第

７
 

同
左

］
 

備
考 

表
中
の
［ 

］
の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
下
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
下
線
は
注
記
で
あ
る
。 

  


